
大規模小売店舗の新設の届出の公告 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第５条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗を新設

する旨の届出があったので公告する。 

平成 26 年４月 16 日 

滋賀県知事 嘉田 由紀子 

１ 大規模小売店舗の名称および所在地 イオンタウン湖南 湖南市岩根字徳行 4509 番１ 外 67 筆 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、代表者の氏名  

イオンタウン株式会社 千葉県美浜区中瀬一丁目５番地１ イオンタワービル 10 階 代表取締役 

大門 淳 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、代表

者の氏名  

イオンビッグ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目 25 番１号愛三ビル４階 代表取締役 鈴

木 新樹 

  株式会社エディオン 大阪府大阪市北区堂島一丁目５番 17 号 代表取締役 久保 允誉 

  株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番 10 号 代表取締役 石田 卓巳 

  株式会社奥村モーターズ 滋賀県湖南市平松北３－13 代表取締役 奥村 正雄 

  その他小売業者 未定 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 平成 26 年 12 月５日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 20,121 平方メートル 

６ 駐車場の収容台数 1,541 台 

７ 駐輪場の収容台数 177 台 

８ 荷さばき施設の面積 721 平方メートル 

９ 廃棄物等の保管施設の容量 187.5 立方メートル 

10 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻  

イオンビッグ株式会社 ７時から 23 時まで 

 その他小売業者 ７時から 23 時まで 

  株式会社エディオン ９時から 21 時まで 

  株式会社ナフコ ９時から 21 時まで 

  株式会社奥村モーターズ ９時から 21 時まで 

   その他小売業者 ７時から 21 時まで 

11 来客が駐車場を利用することができる時間帯  

駐車場①から③および⑥から⑨ ６時 30 分から 23 時 30 分 

  駐車場④および⑤ 24 時間 

12 駐車場の自動車の出入口の数 ５か所 

13 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯  

荷さばき施設① ３時から 22 時まで 



荷さばき施設②から⑦ ６時から 22 時まで 

14 届出年月日 平成 26 年４月４日 

15 届出書類の縦覧場所および縦覧期間  

(1) 縦覧場所 

滋賀県総合政策部県民活動生活課県民情報室 大津市京町四丁目１－１ 

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 大津市京町四丁目１－１ 

湖南市建設経済部商工観光労政課 湖南市中央一丁目１番地 

(2) 縦覧期間 平成 26 年４月 16 日から平成 26 年８月 18 日まで 

16 意見書の提出期限および提出先  

(1) 提出期限 平成 26 年８月 18 日 

(2) 提出先 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 〒520－8577 大津市京町四丁目１－１ 

 

 


